
本入門要領は、

・海上自衛隊部隊等入門証

・元自衛官通門証

・名誉通門証

・自衛隊協力団体通門証

・ファミリーサポート通門証

・モニター証明書

により、厚木航空基地へ入門される方が対象です。
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厚木航空基地への
新しい入門要領について



従来との変更点

・入出門は正門のみとなります。

（東門、西門、南東門は使用できません。）

・各入門証をお持ちでも、入門前に、正門脇の警衛当直室で

「通門申請書」への記入が必要です。

・従来のように、入門証を提示するだけでは入門できません

のでご注意下さい。

・手続完了後、赤いパスケースをお渡しするので、基地内にい

る間は、常時首から掛けて下さい。

・車両で入門する場合であっても、上記の手続が必要です。

（車両パスをお持ちでも、直接入門はできません。）
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3

「通門申請書」

赤枠内を記入していただきます。



海 自
警衛当直室

正 門

①入門証を米軍人
（又はセキュリティ）に提示

②警衛当直室で手続していた
だき、赤いパスケースをお渡
ししますので、首から掛けて

入門して下さい。

徒歩の場合の入門要領
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海 自
警衛当直室

②返却後、そのままお帰り下さい。

徒歩の場合の出門要領

正 門

①警衛当直室へ、赤いパス
ケースを返却して下さい。
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海 自
警衛当直室

①正門脇の駐車場に車両
を止める。

③警衛当直室で手続していた
だき、赤いパスケースをお渡
ししますので、首から掛けて
車両にお戻り下さい。

正 門

④従来と同様の要領
で入門して下さい。

②入門証を米軍人
（又はセキュリティ）に提示
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車両の場合の入門要領



海 自
警衛当直室

車両の場合の出門要領

②正門立直中の海自隊員が不在の場合は、
一旦出門し、入門時と同様、正門脇の駐車場
に駐車し、徒歩で再入門して警衛当直室へパ

スケースを返却して下さい。

①正門立直中の海自隊員に、赤い
パスケースを渡し、出門して下さい。

（車窓からで構いません。）

正 門
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